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トレジャーキッズしばうら保育園 
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１． 対象児童 

（１） 年齢 

 満２歳～就学前までとなります。月の初日に入園可能月齢を満たしている場合に入園ができます。 

 

（２） トレジャーキッズしばうら保育園で実施可能な医療的ケア 

① 吸引（鼻腔内、口腔内、気管カニューレ内） 

② 経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう） 

③ 導尿 

※医療的ケアの度合いによってはお預かりできない場合もあります。 

※気管カニューレ、経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう）の再挿入はできませんのでご注意く

ださい。 

 

（３） 上記の（１）、（２）に加え、以下の条件に全て当てはまる児童 

① 港区民の方（転入予定の方、港区以外の方は申し込み不可） 

② お子様に保育が必要であることの認定がある（子どものための教育・保育給付認定） 

③ 主治医が保育園での集団生活が可能と認めていること。 

④ 主治医が保育園での医療行為が必要と認めていること。 

※③、④については主治医意見書にて確認させていただきます。 

⑤ 家庭での生活において状態が安定していること。 

⑥ 医療的ケアが日常生活の一部として保護者及びお子様に定着していること。また、その

（医療）行為によって状態の変化が起こりにくいと主治医に判断されていること。 

⑦ 看護師等が実施する医療的ケアを妨げずに受け入れられること。 

⑧ 体位の変換や移乗等で容態の変化が起こらないこと。 
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※入園後、医療的ケアがなくなった場合について 

医療的ケアの実施の必要がなくなった方は、港区認可保育園等（トレジャーキッズしばうら保育

園の通常クラスを含む）への転園対象となりますので転園の申し込みをしてください。転園が決定す

るまでは、トレジャーキッズしばうら保育園（医療的ケアクラス）に在園が可能です。 

 

２ 受け入れ施設 

  トレジャーキッズしばうら保育園 

 

３ 受け入れ児童数 

  2 名 

※空きがある場合のみ、受け入れが可能となります。 

 

４ 受け入れ曜日・時間 

お子様の預かり時間については、（安全にお預かりするために）お子様への負担を考慮し、主治

医からの意見も求め、保護者の方の勤務時間（通勤時間を含む）等、保育を必要とする時間で

決定します。具体的な保育時間は入園前の面接で園と調整します。 

 

受け入れ曜日 平日 

保育時間 7：15～18：15 の間で必要な時間 
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入所までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇トレジャーキッズしばうら保育園職員、セリオ担当者が家庭を訪問し、お子さんの日

中の様子やケアの方法等を伺います。 

〇入園について、港区担当支所に相談してください。 

〇締切日までに必要書類をすべて揃え、港区担当支所に申し込みをしてください。 

〇利用調整前に行う、面接の日程を調整します。 

⑤園による家庭訪問 

〇利用調整の前にこども政策課職員が保護者、お子さんと各総合支所又は港区役所

で面接を行います。 

〇普段、お子さんの保育をしている保護者が、お子さんと一緒にきてください。 

〇保育が必要な医療的ケア児の利用可能な保育サービスについて決定します。 

〇障害児入所協議会等の各種結果を踏まえ、港区の基準に基づき利用調整を行いま

す。 

〇お子さんを安全・安心な環境でお預かりできないと判断された場合、利用調整に

おいて、保育の必然性が高いとみなされても内定に至らないことがあります。ま

た、内定後、園での面接及び健康診断の結果により、入園できないことがありま

す。 

①事前相談 

⚫  

②認定申請・入園申込み 

 

⚫  

③区による利用調整前の面接 

 

⚫  

④障害児入所協議会 

 

 

⚫  

⑥利用調整（調整会議） 

 

 

⚫  

⑦内定 

 

 

 

⚫  
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〇トレジャーキッズしばうら保育園職員による面接 

〇嘱託医による健康診断 

〇保護者様・主治医・嘱託医・保育園職員による連携、情報共有 

〇医療的ケア児クラスへの入園を前提として、安全にお預かりするための保育や医

療的かに必要な事項を調整します。 

〇内定が出ても家庭訪問、面接、健康診断、保育内容協議会のすべてが終了するま

で登園できません。 

〇なれ保育は１０日間を予定していますが、医療的ケアの内容により、スケジュール

が異なる場合があります。 

〇ならし保育終了後、通常保育の開始となります。 

〇入園後のお子さんの預かり時間については（安全にお預かりするために）、お子

さんへの負担を考慮し、主治医、園の嘱託医からの意見をふまえ、保護者の方の

勤務時間（通勤時間を含む）等、保育を必要とする時間で決定します。 

⑧園による面接・嘱託医の健康診断 

 

 

 

⚫  

⑨トレジャーキッズしばうら保育園保育内容協議会 

 

 

 

⚫  

⑩入園 （ならし保育） 

 

 

 

⚫  

⑪通常保育の開始 

 

 

 

⚫  
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◎ならし保育の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

【 ならし保育の例 】 
 

日程 登園時間 保育時間 活動内容 

１日目 

9:00～10:00頃 １時間 保育園の雰囲気に慣れよう！ 

２日目 

３日目 

9:00～11:00頃 
午前おやつ 

まで 
お友達と遊ぼう！ 

４日目 

５日目 

9:00～12:00頃 給食まで 給食を一緒に食べてみよう！ 

６日目 

７日目 

9:00～15:00頃 午睡まで お昼寝を体験しよう！ 

８日目 

９日目 

9:00～15:30頃 
午後おやつ 

まで 
午後のおやつを食べよう！ 

１０日目 

〇ケア内容によっては保護者の付き添いをお願いし、最初に保護者が医療的ケアを実施

し、その後看護師による実施となることもあります。 

 


